
 

高松市測量・コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度要領の一部を改正する要領 

 

高松市測量・コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度要領（令和５年４月１日施行）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

附 則 

１ この要領は、令和７年１１月１日から施行する。 

２ 改正後の高松市測量・コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度要領の規定は、この要領の施行の日以後に行う公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

 

 

改正後 改正前 

（対象とする入札案件） 

第２条 最低制限価格を設定する対象は、工事に附帯する測量・コ

ンサルタント業務等の委託のうち、競争入札に付するもので、そ

の予定価格が１００万円を超えるもの（以下「対象業務」とい

う。）とする。 

 

（対象とする入札案件） 

第２条 最低制限価格を設定する対象は、工事に附帯する測量・コ

ンサルタント業務等の委託のうち、競争入札に付するもので、そ

の予定価格が５０万円を超えるもの（以下「対象業務」とい

う。）とする。 

 


